
自動車保険仕様書 

 

１ 契約対象自動車 

３に掲げる保険期間内に地方独立行政法人宮城県立病院機構（以下「法人」という。）

が所有する自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定

する自動車をいう。以下同じ。）１６台（内訳は別表のとおり）。 

 

２ 契約方法 

法人が所有する自動車を一括して契約する。また，保険契約の申込，保険料の支払等

についても一括して行う。（保険料払込猶予特約（地方独立行政法人用）を付帯すること。） 

 

３ 保険期間 

平成２９年４月１日午後４時から平成３０年４月１日午後４時まで 

参考：自動車保険適用料率 ①決定内容 優良割引７０％，②適用期間 平成２９年

４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

４ 保険契約の内容 

（１）全車両対象 

①対人賠償保険金額 無制限（被害者１名ごとの限度額） 

    ②対物賠償保険金額 無制限（免責なし。１事故ごとの限度額） 

    ③示談代行業務及び示談支援業務 

    ④ロードサービス 

（２）一部車両対象 

    ①人身傷害補償保険 無制限（被害者１名ごとの限度額。ただし乗合バス（29

人乗り）は１名につき２億円，１事故につき５８億円と

する。） 

※別表の番号 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 の車両

を対象とする 

    ②無保険者傷害保険 人身傷害補償保険を付帯した車両に付帯する 

    ③車両保険     一般車両保険，免責なし，事故付随費用（出張先等で事

故が発生した際の代替交通費，宿泊費をいう。）は担保。

なお，本仕様書の条件を満たすことにより付帯される特

約または車両保険契約上付帯しなければならない特約が

ある場合は，付帯することを妨げない。 

              ※別表の番号 2と 13の車両（リース車）を対象とする 

（３）搭乗者傷害保険，自損事故保険，対人臨時費用及び対物臨時費用は不担保とす

る。ただし，保険契約上不担保とすることができないものについては，担保する

ことを妨げない。 



（４）下記の条件のうち，対応できる特約等がある場合には，該当する特約等を付帯

することができる。ただし，イからヘまでのすべての条件を満たさなければなら

ないものではない。 

イ 酒酔い運転中及び麻薬・大麻等の影響により正常な運転ができないと判断

される状態での事故について，対物賠償保険のみ不担保とすること。 

ロ 無免許運転中（免許不携帯を除く。）の事故について，不担保とすること。 

ハ 臨時代替自動車担保特約について，不担保とすること。 

ニ 法人業務外（私的目的のために無断で運転した場合，法人業務であっても

出張内容等から客観的に見て明らかに経路を逸脱しており，私的利用と判断

できる場合をいう。）の運転中の事故について，対物賠償保険のみ不担保とす

ること。 

ホ 契約対象自動車が盗難にあった場合等を除き，法人職員以外の者が運転中

の事故について，不担保とすること。この場合，法人職員とは，法人に常時

勤務する職員，法人に勤務する期間を定めて雇用される職員及び宮城県その

他の団体から契約（請負契約若しくは委任契約又はこれらに類似の契約）又

は派遣若しくは出向の協定に基づき法人の業務に従事する職員をいう。 

へ 担保範囲を縮小せずに行うことができる保険証券の明細，異動承認請求書

等の省略，電子化及び簡素化等により適用可能な保険料の割引。ただし，専

用アプリケーションソフト購入等の費用負担を伴うものを除く。 

（５）事故への対応に当たっては，保険者（法人と保険契約を締結した保険会社）が

法人に対して支払責任を負う限度において，保険者の費用により，事故受付等の

初期対応から折衝，示談又は調停若しくは訴訟の手続（弁護士の選任を含む。）ま

で，法人の負担する損害賠償責任の内容を確定するために必要な用務を行うこと。 

（６）保険期間中に発生した事故については，保険期間の満了後も，示談の成立その

他の法人の負担する損害賠償責任の内容の確定まで保険期間中と同様に対応する

こと。 

（７）示談の成立その他の法人の負担する損害賠償責任の内容の確定前においても，

被害者の治療費，看護料及び休業損害について，内払金を支払うことができるこ

と。 

（８）損害賠償請求権者（被害者，被害者が死亡した場合の被害者の相続人等）に損

害賠償額を直接支払うことができること。 

（９）責任保険（自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）に基づく責任保

険をいう。以下同じ。）又は責任共済（自動車損害賠償保障法に基づく責任共済を

いう。以下同じ。）による保険金又は共済金を一括して被害者に支払うことができ

ること。保険金又は共済金を支払うべき責任保険の保険者又は責任共済の共済責

任を負う者でないときは，保険金又は共済金を立て替えて被害者に支払うことが

できること。 

 

 



５ 保険契約の条件 

（１）担保範囲は縮小しないこと。 

なお，担保範囲を縮小しない保険証券の明細，異動承認請求書等の省略，電子

化及び簡素化等は妨げない。 

（２）事故の受付を時刻，曜日等に関わらず行うこと。 

（３）事故に対応する過程で法人と連絡調整を行う窓口は，事故ごとに１か所とする

こと。 

（４） 法人の負担する損害賠償責任の内容を確定するための用務の進捗状況について，

随時報告すること。 

（５）被保険自動車の入替，増減等の通知は，随時行うものとし，それらに伴う保険

料の追加払及び払戻は，日割計算又はこれに準じた計算方法により，その都度精

算を行うこと。 

（６）法人及びその職員に関して知り得た情報については，個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号），個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７

号）その他の法令，法人の諸規程及び別添の個人情報取扱特記事項に基づき，又

は準じて適正に取り扱うこと。 

（７）契約対象自動車の自動車検査証の写しについては，保険契約の相手方に選定さ

れた場合において，提供することができるものとする。 

（８）保険契約の申込をしたときは，保険の種類，保険期間，請求金額及び保険料振

込先を記載した書面により，保険料の口座振込による支払を請求すること。 

（９）保険期間が満了したときは，保険期間中に受け付けた事故について，対人・対

物の別及び対応結果（保険金の支払日，支払先，金額等）を記載した実績報告書

を提出すること。 

（10）その他，この仕様に明示のないもの，又は疑義のあるものについては，法人と

契約者が協議の上，決定するものとする。 

 

６ 資格要件等 

（１）法人の契約事務取扱規程第３条に定める資格を有していること。 

（２）保険業法（平成７年法律第１０５号）第２６５条の３７第２項に規定する損害

保険契約者保護機構の会員であること。 

（３）平成２８年３月３１日現在において，保険業法第１３０条，第２０２条，第２

２８条及び第３１３条第１項の規定により金融庁長官が定める保険金等の支払能

力の充実の状況が適当であるかどうかの基準（平成１１年金融監督庁・大蔵省告

示第３号）を満たすこと（ソルベンシー・マージン比率が２００％以上であるこ

と）。 

（４）宮城県内に直営の事故対応拠点（サービスセンター，損害調査拠点等をいう。）

及び営業拠点がそれぞれ１か所以上あること。 

 

 

 



７ その他 

（１）見積書の提出に当たっては，次の書類を併せて提出すること。（Ｅメール，ＦＡＸ

のほか郵送及び持参も可。ただし見積提出期限までに必着とする。） 

イ ６（１）から（４）の事実を示す書類等（会社概要等のパンフレットやホーム

ページ等によって広く公表されているもの。） 

ロ 契約対象自動車１台ごとの見積金額の内訳を記載した書類 

ハ 自動車保険普通契約約款及び特約条項等（本件仕様に該当する部分を明示する

こと。） 

（２）契約対象自動車の自動車検査証の写しは，法人本部事務局において閲覧すること

ができる。閲覧期間は平成２９年３月２日（木）まで（土曜日，日曜日及び祝日を

除く。）の午前９時から午後５時までとし，複写はできないものとする。 

（３）損害保険料率算出機構（損害保険料率算出団体に関する法律（昭和２３年法律第

１９３号）に基づき設置された料率団体をいう。）に法人の成績内容を照会するに当

たり必要な書類等があるときは，その旨を案件一覧に記載する担当部署あて書面に

より申し出ること。 

 

  



個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約に係る業務（以下単に「業務」

という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱

いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が

終了し，又はこの契約を解除された後においても，同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受注者は，業務を行うために個人情報を収集するときは，業務を達成するために必要な

範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は，発注者の指示がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を契約の目

的以外のために利用し，又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい，き損及び滅失の防止等） 

第５ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の漏えい，き損及び滅失の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（従事者への周知等） 

第６ 受注者は，業務に従事している者に対して，在職中及び在職後においても当該契約によ

る事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用しては

ならないことの周知徹底を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（資料の返還等） 

第７ 受注者は，業務を処理するために，発注者から引き渡された，又は受注者自らが収集し，

若しくは作成した個人情報が記録された資料は，業務完了後直ちに発注者に返還し，又は

引き渡すものとする。ただし，発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は，業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等

を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の運搬） 

第９ 受注者は，業務を処理するため，又は業務完了後において個人情報が記録された資料等

を運搬するときは，個人情報の漏えい，紛失又は滅失等を防止するため，受注者の責任に

おいて，確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第 10 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし，発注者が書面に

より承諾した場合を除き，第三者にその取扱いを委託してはならない。 

（実施調査） 

第 11 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用，管理状況等について，随時

実施に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 12 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため，受注

者に対して必要な指示を行い，又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることが

できる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 13 受注者は，個人情報の適切な管理を確保するため，業務に関して取り扱う個人情報の取

扱要領等を作成し，発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第 14 受注者は，この契約に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれのあることを知ったとき

は，速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。 

 



番
号

所属名 登録番号 初度登録
年月

車名 車種 種別・用途 型式 車両保険
・その他

環境車輌
（エコカー）
※１

福祉車輌
※２

盗難防止
装置

（イモビラ
イザー）
＊３

1 本部事務局 宮城５０３せ８３２４ H26.7 ホンダ フリード 自家用 小型・乗用 DBA-GB3 人身傷害補償保険有

2 本部事務局 仙台５８１く１６１１ H26.7 スズキ ワゴンＲ 自家用 軽自動車・乗用 DBA-MH34S
車両保険有
車両金額125万円 1

3 循環器・呼吸器病ｾﾝﾀｰ 宮城５００さ６０２４ H10.6 ニッサン セドリック 自家用 小型・乗用 Ｅ－Y３１ 人身傷害補償保険有

4 循環器・呼吸器病ｾﾝﾀｰ 宮城５８０ほ４２２５ H11. ホンダ ライフ 自家用 軽自動車・乗用 GF-JB1 人身傷害補償保険有

5 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城５００ほ２６８０ H12.11 マツダ フレンディ 自家用 小型・乗用 GF-SGEW 人身傷害補償保険有

6 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城５８１つ４１０４ H28.9 スズキ ミラ 自家用 軽自動車・乗用 DBA-LA310S 人身傷害補償保険有

7 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城５８０ゆ３８８３ H24.10 スズキ アルト 自家用 軽自動車・乗用 DBA-HA25S 人身傷害補償保険有

8 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城２２す３１１２ H10.1 ニッサン シビリアン 自家用 普通・乗合 KC-RGW40 人身傷害補償保険有

9 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城５８０せ７１３ H19.5 スズキ アルト 自家用 軽自動車・乗用 CBA-HＡ24Ｓ 人身傷害補償保険有

10 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城５８０せ７１４ H19.5 スズキ アルト 自家用 軽自動車・乗用 CBA-HＡ24Ｓ 人身傷害補償保険有

11 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城３０１つ２８９４ H19.11 マツダ アクセラ 自家用 普通・乗用 ＤＢＡ-ＢＫ５Ｐ 人身傷害補償保険有

12 精神医療ｾﾝﾀｰ 宮城５８０ね６８７０ H22.3 ホンダ ライフ 自家用 軽自動車・乗用 DBA－JC１ 人身傷害補償保険有

13 精神医療センター 宮城５８１せ１１４６ H27.8 スズキ ワゴンＲ 自家用 軽自動車・乗用 DBA-MH34S

車両保険有
車両金額170万円
人身傷害補償保険
有

1

14 がんｾﾝﾀｰ 宮城７７ね７４９９ H9.7 トヨタ クラウン 自家用 小型･乗用 E-GS151 人身傷害補償保険有

15 がんｾﾝﾀｰ 宮城５０る９１６２ H14.6 スズキ ワゴンＲ 自家用 軽自動車・乗用 LA-MC22S

16 がんｾﾝﾀｰ 宮城５０る９１８９ H14.6 スズキ ワゴンＲ 自家用 軽自動車・乗用 LA-MC22S

＊１

＊２ 身体障害者用に補助装置等が取り付けられた自動車で税制上の優遇措置が適用されるもの。

＊３ 車両保険料のみ対象で盗難防止装置(イモビライザー)を装着している場合。

自動車検査証等の「備考」に「ハイブリッド車」、「***ハイブリッド車」と表示されている場合もしくは燃料電池自動車であることが表示されている場合、
または「燃料の種類」に「電気」もしくは「ＣＮＧ」と表示されている場合。

別　　表
自動車の種
別（「自家
用」と入力）

該当区分（該当する場合「１」を入
力）


